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はじめに

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指し

て、平成24年8月に子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・

子育て関連3法」が成立しました。

これらの法律に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新

制度」がスタートします。

新制度では、「質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供」や、「待

機児童対策の推進」、「地域での子育て支援の充実」を目指しています。

市では、新制度を円滑に進めるため、平成27年度から平成31年度ま

での5か年間の「船橋市子ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。

この計画では、「『子どもの笑顔が輝き、生き生きと子育てできるまち・ふなばし』をめざして」を

基本理念としています。次代を担う子どもたちが心豊かに笑顔にあふれ生き生きと育つことは、船橋

の未来を創ることにほかなりません。

今後、本計画に基づき、様々な子ども・子育て支援施策の充実に積極的に取り組んでまいりますの

で、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

この計画の策定にあたり、多大なるご尽力を賜りました「船橋市子ども・子育て会議」の委員の皆

様をはじめ、「子ども・子育て支援に関するアンケート調査」やパブリック・コメントなどにご協力

くださいました多くの皆様に心より感謝申し上げます。

平成27年3月

� 船橋市長　松戸　徹
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